
保険料を納めないでいると

負担割合の判定方法

7月までの限度額 8月からの限度額

3 割
負担

2割
負担

1割
負担

年金収入+その他の合計所得金額の合計額が
単身世帯で340万円以上、または2人以上世帯で463万円以上

年金収入+その他の合計所得金額の合計額が
単身世帯で280万円未満、または2人以上世帯で346万円未満

年金収入+その他の合計所得金額の合計額が
単身世帯で280万円以上、または2人以上世帯で346万円以上

年金収入+その他の合計所得金額の合計額が
単身世帯で340万円未満、または2人以上世帯で463万円未満

本人の合計
所得金額が
220万円以上

本人の合計
所得金額が
160万円以上
220万円未満

本人の合計所得金額が
160万円未満

住民税非課税の方
生活保護受給者

40～64歳の方

65
歳
以
上
の
方

一般 56万円

低所得者Ⅱ 31万円

低所得者Ⅰ 19万円

据え置き

課税所得690万以上 212万円

課税所得380万以上 141万円

課税所得145万以上  67万円

現役並み所得者 67万円

特別な事情がなく保険料を滞納すると、滞納した期間に応じて次のような措置が取られます。

1年以上滞納
すると

サービス費をいったん全額（10割）自己負担して、申請により後で保険
給付分（9割、8割または7割※1）が払い戻されます。

1年6か月以
上滞納すると

申請で払い戻されるはずの保険給付が一時差し止めとなります。さら
に滞納が続くと、保険給付から滞納保険料額が差し引かれる場合もあ
ります。

2年以上滞納
すると

利用者負担が引き上げれられたり（※2）、高額介護サービス費が受け
られなくなるなどの措置が取られます。
（※2）利用者負担1割・2割の方➡3割
　　 利用者負担3割の方（※1）➡4割

65
歳
以
上
で
高
所
得
者
の
介
護

サ
ー
ビ
ス
利
用
料
の
自
己
負
担

額
が
３
割
に
な
り
ま
す

　

一
定
額
以
上
の
所
得
が
あ
る

65
歳
以
上
の
方
の
自
己
負
担
額

が
、
２
割
ま
た
は
３
割
と
な
り

ま
す
。

　

新
た
に
自
己
負
担
額
が
３
割

と
な
る
方
は
、
合
計
所
得
金
額

が
年
間
２
２
０
万
円
以
上
で
、

年
金
収
入
と
そ
の
他
の
合
計
所

得
額
の
合
計
が
、
単
身
世
帯
で

３
４
０
万
円
以
上
、
２
人
以
上

の
世
帯
で
４
６
３
万
円
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方
で
す
。

　

要
支
援
・
要
介
護
の
認
定
を

受
け
た
方
に
は
、
利
用
者
負
担

の
割
合
が
記
載
さ
れ
た「
介
護

保
険
負
担
割
合
証
」を
発
行
し

ま
す
。

70
歳
以
上
の
方
の
高
額
医
療
合

算
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
自
己
負

担
限
度
額
の
一
部
が
変
わ
り
ま
す

　

介
護
保
険
制
度
で
は
、
同
じ

世
帯
内
で
、
医
療
保
険
と
介
護

保
険
の
自
己
負
担
額
が
い
ず
れ

も
高
額
に
な
っ
た
場
合
、
両
者

を
合
算
し
て
年
間
の
限
度
額
を

超
え
た
部
分
は「
高
額
医
療
合

算
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
」と
し
て
、

支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。

福
祉
用
具
の
全
国
平
均
貸
与
価

格
が
公
表
さ
れ
、
上
限
額
が
設

定
さ
れ
ま
す

　

貸
与
商
品
の
全
国
平
均
貸
与

価
格
が
公
表
さ
れ
、
上
限
額
が

設
定
さ
れ
ま
す
。

　

ま
た
、
利
用
者
に
対
し
て
、

全
国
平
均
貸
与
価
格
と
事
業
者

の
貸
与
価
格
の
両
方
の
提
示
と
、

機
能
の
説
明
が
義
務
づ
け
ら
れ

ま
す
。

８
月
か
ら

10
月
か
ら

※1　8月から一定額以上の所得がある65歳以上の方の負担割合が3割に変更されます。
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